
Yamato　Information まちからのお知らせ

　行政相談日を下記のとおり予定しています。行
政に対する要望やご意見などございましたら、お
気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固
く守られます。
　都合により変更・中止となる場合がありますの
で、防災無線および下記問合せ先へ確認のうえ相
談にお越しください。
 日　程 　６月２日　８月４日　10月 20日
　　　　　12月１日　２月２日
 時　間 　午前 10時～午後３時
 行政相談委員・開催場所 
矢部地区　場　　所：役場本庁
　　　　　相談委員：田中　耕治　※新任
清和地区　場　　所：清和支所
　　　　　相談委員：寺崎俊一郎　※継続
蘇陽地区　場　　所：蘇陽支所
　　　　　相談委員：工藤　和子　※継続
※令和 3年 3月 31 日をもって澤美江さんが行政
相談委員を退任されました。澤さんは、平成
27 年に就任して以来、住民と行政のパイプ役
として 3期 6年に渡り行政相談委員を務められ
ました。

問合　総務課　☎ 72-1111

　人権相談所を開設します。人権問題、その他い
ろいろな悩み事や心配事などありましたら、人権
擁護委員にご相談ください。相談は無料で、秘密
は固く守られます。
　都合により変更・中止となる場合がありますの
で、防災無線および下記の問合せ先へ確認のうえ
相談にお越しください。
 日　時 　６月２日
 時　間 　午前 10時～午後３時
 人権擁護委員・開催場所 
矢部地区　場　　所：中央公民館
　　　　　相談委員：渡邊加代子、井上里己、
　　　　　　　　　　山中敏子
清和地区　場　　所：清和支所
　　　　　相談委員：下田俊朗、佐藤　章
蘇陽地区　場　　所：蘇陽支所
　　　　　相談委員：田中裕子、小屋迫厚文
問合　福祉課　人権センター　☎ 72-2031

　認知症の医療や介護方法などについての相談日
を次のとおり開催します。
 日　時 　毎月第４火曜日（５月は25日、６月22日
です。）午後 1時～4時

 場　所 　役場本庁　相談室
 対　象 　認知症に関するいろんな事柄について
知りたいまたは悩みを抱えている人

例）認知症について知りたい、病院を受診するには
どうしたらいいか、介護サービスにはどんなものが
あるか、物盗られの訴えや徘徊にどうしたらいい
か、認知症を予防するにはどうしたらいいか　等々
問合　福祉課　地域包括支援センター　保健師
　　　☎ 72-1677

　希望される方は事前予約が必要です。
 日　時 　６月 11日　午前 10時～午後 4時
 場　所 　中央公民館
 申　込 　熊本東年金事務所　☎ 096-367-2503
【音声案内①→②を押し、山都町年金相談予約と
お申し出ください。】
問合　健康ほけん課　☎ 72-1295

　熊本地方法務局職員による土地・建物等の売買・
贈与・相続等の登記に関する無料の登記相談所が
下記のとおり開設されます。お気軽にご相談くだ
さい（事前予約が必要）。
　都合により変更となる場合があります。
 日　時 　６月 10日
 時　間 　午前 11時～ 12時、午後 1時～ 3時
 場　所 　山都町役場本庁会議室
 問　合 　熊本地方法務局不動産登記部門
　　　　　☎ 096-364-2145

【音声案内②を押し、山都町相談予約と
お申出ください。】

 その他 　熊本地方法務局不動産登記部門および法
人登記部門においては、不動産登記に関
する手続案内および商業・法人登記に関
する手続案内（いずれも予約制）を行っ
ておりますので、ご利用ください。

令和３年度 行政相談日のお知らせ

「無料登記相談所」開設のお知らせ

６月「無料人権相談所」開設のお知らせ

認知症相談日のお知らせ

年金相談日

 受付期間・場所 
　　５月６日～５月 31日　（土日祝日を除く）午前 8時 30分～午後 5時
　　役場建設課または清和支所・蘇陽支所　農林建設水道係

 抽選会 　日時：６月 10日　午前 10時（時間厳守）　場所：役場本庁（必ず印鑑を持参のうえ出席）

 入居資格（全住宅共通） 
　①同居しようとする親族がいること　②入居者全員の月額の所得（所得金額から扶養等控除した額を
12か月で除した額）が基準の金額を超えないこと。③住宅に困窮していること。　④町税等を滞納
していないこと　⑤申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと。※月額の所得の金額に
ついては、下表入居資格（ア）のとおりです。

 申込時提出書類（全住宅共通） 
　①入居申込書兼同意書　②住民票（入居者全員）　③所得証明書（入居者全員。無職であっても提出）
④納税証明書（納税義務者全員）※入居者全員がマイナンバーカードをお持ちであれば、②住民票・
③所得証明書は省略できます。

場所、家賃（月額）等 入居資格

町
営
住
宅

馬見原川鶴団地（馬見原）1戸　平成 11年度
建設　3DK　家賃 20,100 円～ 39,600 円
共益費・駐車場代あり

ア 月額の所得が、一般世帯は 158,000 円以下、
高齢者・障がい者・小学校に入るまでの子
どもがいる世帯は 214,000 円以下。

イ 単身入居の場合は、60歳以上の方、障がい
者、生活保護者等。

今団地（今）1戸　昭和 61年建設　3DK
家賃 14,000 円～ 20,700 円
共益費・駐車場代なし

一
般
住

宅
復
興

小原団地（長原）2戸　令和 2年度建設
１LDK　家賃 14,100 円～ 32,400 円
共益費・駐車場代あり

ア 月額の所得が 259,000 円以下
イ 熊本地震被災者優先
ウ 単身入居可。ただし同居親族がいる世帯を優先

　詳しい内容につきましては、町ホームページをご覧になるか、建設課までお問合せください。
問合　建設課　☎ 72-1145

10 年経ったら交換を！

　熊本県内すべての住宅に住宅用火災警報器が義務づけられました。
　平成 23年６月１日から令和３年６月１日で 10 年を迎えます。

※住宅火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで
火災を検知しなくなることがありますので、機器本体を取り替え
ましょう。

■設置する場所
　設置が必要な場所は寝室・階段です。
※階段は寝室が２階以上にある場合に
必要です。

■点検方法
　ひもを引っ張ったり、ボタンを長押
しすると音声などで正常に作動するか
どうかを知らせてくれます。

問合　上益城消防本部　予防指導課　☎ 096-282-1963

町営住宅の入居者を募集します

火災警報器 設置・点検してますか？
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　４月 14日に開催された山都町選挙管理委員会にて、任期満了に伴う山都町議会議員一般選挙の日程
が以下のとおり決定されました。

 告示日 　　10 月 19日（火）
 投票日 　　10 月 24日（日）
問合　山都町選挙管理委員会事務局　☎ 72-1111

山都町議会議員一般選挙について
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